
奈良時代の農民の税

稲の収穫の約３％をおさめる

絹、魚などの特産物をおさめる

労役の代わりに布をおさめる

稲をかりて利息付でかえす

国司の下一年で 60 日以内の労役

衛士（都の警備）防人（北九州警備）
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へいえき さきもり


